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もりおかし  

新年を迎えて   

 皆様には、輝かしい新年を健やかに迎えられたことと、少年セ 

ンター職員一同心からお慶び申し上げます。 

また、日頃から、青少年の健全育成に御尽力いただいていると 

ともに、当センターの活動に対しても、多大な御協力をいただい 

ていることに対し、心より敬意と感謝を申し上げます。 

さて、今年度の補導人員は、皆様方の活動の成果もあり、12月末で57人と、昨年度

同時期の66人より９人減少し、良好に推移しておりますが、その内容は、依然として

不健全性的行為が多数を占めるなど、この種行為への対策が、今後重要であると感じ

ております。 

また、インターネットやスマートフォンをめぐるＳＮＳ上でのトラブルなど、青少

年の犯罪被害も憂慮されるところです。 

このため、当センターといたしましては、昨年同様に、皆様方 

と連携を図りながら、青少年の健全育成と安全確保のための活動

を強化していきたいと考えておりますので、各種取組みに御尽力

くださいますよう、今年もよろしくお願いいたします。 

環境点検活動の実施について 

昨年11月27日(火)、青少年を取り巻く環境の把握の 

ために、少年補導委員の皆様から懇談会で情報をいた 

だいた場所の調査を行いました。高松の池では、不良 

行為等が心配される東屋を調査しましたが、この日は、 

問題となる行為は確認できなかったものの、設置場所 

やその造りから、巡回時には、注意を要する場所と確 

認しました。また、みたけ地域に建設中のスーパーマーケットなどが集合した複

合施設を調査しましたが、今後、青少年のたまり場等に発展する心配もあり、注

目していく必要を感じました。引き続き、有害環境の発見と改善に努め、少年の

健全育成を図っていきたいと思います。 
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「少年補導委員懇談会」の開催 

少年補導委員懇談会を４会場で開催しました。御参加いただいた委員の皆様から、

貴重な御意見や御要望をいただきましたので、御紹介するとともに、今後の活動に生

かすこととします。ありがとうございました。 

ありがとうごいました。 

 

第２回 都南会場 都南総合支所 10月31日(水)  18:30～20:00 

第３回 玉山会場 玉山総合支所 11月５日(月) 18:30～20:00 

◆長年懸案事項とされていた盛岡城跡公園本丸の街灯が点灯されて明るくなっ

たことへの感謝と、少年非行の抑止に期待する意見が寄せられた。また、継続

した点灯への要望があった。◆巡回コースを工夫してコンビニエンスストアを

加え、店員と万引きや有害図書の現状等を情報交 

換している旨の紹介があり、他の班への参考とな 

った。◆さまざまな少年への声かけの仕方を考え 

ながら巡回している。◆少年の喫煙が減少した話 

題と、「電子たばこ」への関心が寄せられた。 

 

◆ゲームコーナーの利用時間について、学校の決まりを破り、親と一緒にゲー

ムをしているが、親のモラルを考えさせられる。◆巡回の範囲が広いことから、

都度、巡回コースを検討しながら実施している旨の紹介があった。◆巡回して 

いると、少年の姿を見なくなったが、大人の知ら 

ないところで、スマートフォンに熱中しているの 

ではないか。◆少年センターで行っている出前講 

座を、小・中学校で多く開催して欲しい。◆巡回 

していると、学生の自転車の無灯火が心配だ。 

  

◆巡回中、外で少年を見かけることがなくなって来ている。ショッピングセン

ターで見かける程度である。◆学校の決まりを破り、ゲームコーナーでゲーム

をしている小学生がおり、学校を通じて、親に注 

意喚起をしてもらった。◆スマートフォンのトラ 

ブルが心配であり、少年センターの出前講座の活 

用を検討したい。◆少年センター職員と盛岡駅で 

の巡回を経験したが、継続して実施したい。  

   

    

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

第１回 肴町会場 プラザおでって 10月26日(金) 14:00～15:30  
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◆普段の巡回では、少年と出会う機会があまりないが、夏祭りの巡回は、少年が 

多数出ており、非行に対する抑止効果があると感じた。◆新たな商業施設の建設 

予定があるなど、非行場所として心配な面があり、この場所を巡回したい。◆少 

年センターで行っている少年相談活動と、少年に配 

布している相談カードへの関心があった。◆盛岡駅 

周辺のエレベーター内での非行への心配が寄せられ 

た。◆高校生のカラオケ店利用について、退店時間 

等、店でも注意しているとの紹介があった。 

 

 

 

  

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回 上田会場 上田公民館 11月７日(水) 18:30～20:00 

１ 設立の経緯 

少年非行は、昭和26年の第一のピーク以後、減少を見せていましたが、昭和30年

代に入り、高度経済成長とともに人口の都市集中化が進むなどの社会の変化が見ら

れ、昭和30年代半ば頃から、窃盗犯・凶悪犯・粗暴犯が年々増加し、昭和39年には、

少年非行の第二のピークを形成するに至りました。 

  このため、国はその対策に乗り出し、盛岡市少年センターもこうした流れの中で、

少年の非行防止、青少年の健全育成を目的に、昭和39年に設立されました。 

２ 盛岡市少年センターの概要 

 (1) 運営委員 

   少年センターは、関係機関団体との連絡調整を図りながら効果的に運営するた

め、関係機関(県、警察、教育機関等)に運営委員を委嘱し、運営委員による協議

会を設置しています。 

 (2) 少年補導委員 

   警察署の少年補導職員、小学校・中学校・高等学校の先生、中学校のＰＴＡ、

民生・児童委員、盛岡ＢＢＳ会、民間有志等から、盛岡市長が委嘱した少年補導

委員（平成30年度は148名）で組織されています。 

 (3) 業務の内容 

   少年センターでは、 

  ・ 街頭巡回活動 

  ・ 少年相談活動 

  ・ 環境点検活動 

  ・ 広報啓発活動 

等を行っています。 

 

少年センターのあらまし 
ワンポイント 

https://morioka.sharepoint.com/A120000/A120500/DocLib/ご案内（右メガネ）カラー.jpg
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✰ 12月25日（火） 合同巡回 

７班（特別巡回班）大通 15:00～17:00 

 ほとんどの学校は冬休みに入り、また、クリス

マスと重なり、私服の学生の姿が多く見られまし

た。カラオケ店も満室であり、室内で抱き合って

いた高校生のカップルを不健全性的行為で補導

したほか、喫煙をしていた有職少年を補導して、

注意・指導しました。 

た。カラオケ店も 

 

 

   

✰ 11月15日（木） 地区巡回 

29班（繋中学校区） 18:00～19:30 

冬を迎え、夜間の地区巡回の開始時間が、

午後６時に変更されました。寒さのためか、外

で遊んでいる生徒や児童を見かけることが少

なくなり、コンビニでも見かけなくなりました。 

バスで下校する学生がいたことから、気を付

けて帰宅するように声をかけました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不健全 喫煙 怠学 その他 カラオケ ゲーセン 公園 路上 その他

男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

男 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 20 18

女 8 7 1 0 0 7 0 1 0 0 22 17

男 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8

女 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3

男 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

男 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8

女 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2

男 9 2 0 0 11 0 0 0 0 ▲ 14

女 9 1 0 0 9 0 1 0 0 5

計 18 3 0 0 20 0 1 0 0 ▲ 9

有職・無職 2

11 26

10 31

中学生 0

21 57

専門学校生 2 6

大学生 1 4

0

高校生 16 42

　　　　　　　                                               平成30年12月31日現在

区分 性別 補導件数
行　　為　　別 場　　所　　別

30年度累計
29年度

4月～12月
増減

3 ▲ 3

35 7

11 ▲ 5

66

注：▲は減少を示す

7 ▲ 3

10 ▲ 5

40

26
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計

少 年 セ ン タ ー 補 導 状 況   ≪10月～12月≫ 

少年センターからのお願い！ 

● 現在の少年補導委員の任期は、2020年５月末日までですが、異動、転勤、交

代等で変更となる方は、早目に少年センターへお知らせください。 

● その際、腕章は貸与品ですので、後任の方に引き継ぐことなく、必ず、少年

センターまで、直接返却してください。 

● また、少年補導委員の巡回活動は、委嘱された方のみが活動でき、代理の方

は、活動できません。 

● 後任の方の活動は、６月１日の委嘱後となりますので、ご注意ください。 

 


